
 

○甲府市中核農家規模拡大育成事業奨励金交付要綱 

平成4年4月1日 

農第1号 

（趣旨） 

第1 この要綱は、市内の農地流動化を促進し、中核農家等を育成するために、経営規

模を拡大し生産性の高い農業経営を目指す農用地の借り手農家等に対して、奨励金を

交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象） 

第2 奨励金の交付対象となる農用地（以下「対象地」という。）の借り手農家等は、

次に定めるものとする。 

(1) 甲府市において、奨励金の交付対象年度で、農用地利用集積等促進計画の３月

告示までに農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第12条第1項に定める

認定を受けている農家であって、主たる農業従事者が、借り入れ面積との合計が50

アール（能泉・宮本地区については40アール）以上となる農用地を耕作するもの 

(2) 甲府市において、奨励金の交付対象年度で、農用地利用集積等促進計画の３月

告示までに農業経営基盤強化促進法第12条第1項に定める認定を受けている法人

（構成員が同一世帯員のみで構成されている農地所有適格法人である場合に、その

構成員が農地中間管理権を設定した農用地に対して、当該農地所有適格法人が賃借

権を設定するものを除く。）であって、その経営面積を常時従事者たる構成員に属

する世帯数で除した面積が50アール以上の農用地を耕作するもの 

(3) 甲府市において、奨励金の交付対象年度で、農用地利用集積等促進計画の３月

告示までに農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に定める認定を受けている農

家であって、借り入れ面積との合計が20アール以上となる農用地を耕作するもの 

(4) 甲府市において、奨励金の交付対象年度で、農用地利用集積等促進計画の３月

告示までに農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に定める認定を受けている法

人（構成員が同一世帯員のみで構成されている農地所有適格法人である場合に、そ

の構成員が農地中間管理権を設定した農用地に対して、当該農地所有適格法人が賃

借権を設定するものを除く。）であって、その経営面積を常時従事者たる構成員に

属する世帯数で除した面積が20アール以上の農用地を耕作するもの 



 

（対象となる農用地） 

第3 対象地は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

(1) 面積が0.1アール以上であること。 

(2) 農業振興地域内にあること。 

(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地中間管理事業に基づき3年

以上の賃借権を設定したものであること。 

（奨励金の額） 

第4 奨励金の額は、対象地の1筆ごとの面積（10m2未満切り捨て）に次の表に掲げる10

アール当たりの単価を乗じて得た額を合計して得た額とする。 

対象地の区域 賃借権設定期間 10アール当たりの奨励金額（円） 

農用地区域外 3年以上6年未満 10,000 

6年以上 20,000 

農用地区域内 3年以上6年未満 15,000 

6年以上 30,000 

備考 農用地区域とは、農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第8

条第2項の規定により市が定めた区域をいう。 

（奨励金の交付手続） 

第5 奨励金の交付を受けようとする者は、その対象地に賃借権を設定した日の属する

年度の指定された日までに、甲府市中核農家規模拡大育成事業奨励金交付申請書（様

式第1号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

2 市長は、市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則（昭和49年3月規

則第18号）に基づき農業委員会が審査した結果及び前条の申請書を受理したときは、

その内容を審査し、これを適当と認めたときは、奨励金の交付を決定するものとする。 

（奨励金の取消し又は返還） 

第6 市長は、奨励金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した奨励金があるときは、

期限を定めて返還を命ずることができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。 

(2) 賃借権又は利用権設定の存続期間満了前に対象地の契約を解除したとき。ただ



 

し、災害による農用地の崩壊、公共の用に供するための買収等やむを得ない理由に

基づく契約の解除は、この限りでない。 

2 前項第2号の契約の解除については、次の各号に定める額を返還させるものとする。 

(1) 賃借権又は利用権設定後3年未満で契約を解除した場合は、奨励金の全額に相当

する額 

(2) 賃借権又は利用権設定後3年以上6年未満で契約の解除をした場合（賃借権又は

利用権設定が6年以上の場合に限る。）は、奨励金の2分の1に相当する額 

（補則） 

第7 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成5年9月20日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成23年2月4日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、令和6年4月1日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、令和7年4月1日から施行する。 

 

 

 

 



 

様式第１号

甲府市長　樋　口　雄　一　　様

奨励金振込先
口座番号

農協

銀行 預金 口座名義人（申請者氏名）

地名 地番 地目
面積
(㎡)

農用地区
域内

公告年月日 設定者氏名

合計

照合
結果

審査
結果

契約期間

整
理
№

取得者氏名

交付対象農地 契約内容 交　付　  対
象額
(円)

確認日

氏　　　名 ㊞

支所

支店

注1）太線内を記入、押印すること。　注2）口座名義人は、申請者と同一とすること。

　次により甲府市中核農家規模拡大育成事業による奨励金を交付されたく申請する。

令和　　年度甲府市中核農家規模拡大育成事業奨励金交付申請書

申請年月日 令和　　年　　月　　日

住　　　所

フ リ ガ ナ

 


